
千葉県における「平成１６年度ＰＲＴＲデータの概要等について 

―化学物質の排出量・移動量の集計結果等―」 

 

                                        平成１８年９月１１日            

環境生活部環境政策課 

                                                電話    043-223-4665 

 

ＰＲＴＲ法に基づく、「平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果」を取りまとめ

ましたので公表します。 

平成１６年度の実績について、千葉県の事業者から届出のあった届出事業所数

は、１４４３件（平成１５年度：１，４５７件）であり、当該事業所からの届出

排出量は、全事業所・全物質の合計で約９千トン（平成１５年度：約１万トン）

、届出移動量は、約１万４千トン（平成１５年度：約１万３千トン）でした。 

また、化学物質に関し県民の皆様へ知りたい情報をより分かりやすく提供する

ため、「化学物質排出量等（ＰＲＴＲデータ）検索システム」、「千葉県ＰＲＴ

Ｒデータ県民ガイドブック」、「ＰＲＴＲデータ集計結果報告書」にて、昨年度

と同様、県のホームページ上で情報提供します。 

                       

  

＊ ＰＲＴＲ法：「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」   

ＰＲＴＲ ： Ｐollutant Ｒelease and Ｔransfer Ｒegister（化学物質排出移動量届出制度） 

 

1 制度の概要 

 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

（いわゆる「ＰＲＴＲ法」）は、有害性のある化学物質の環境への排出量を把握

することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進

し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目

的として制定され、化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度）が導入されま

した。 

 ＰＲＴＲ制度の導入により、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しく

は生育に支障を及ぼすおそれのある３５４種類の化学物質（第一種指定化学物

質）について、毎年度、事業者は環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量を

把握して国へ届出し、国はその集計結果と届出対象外からの排出量推計結果を公

表することとなっており、国から届出データの通知を受けた県でも、独自に集

計・公表を行うことができることとされています。 

 今回の集計結果は、国から通知された届出データを基に、千葉県における平成

１６年度の排出量・移動量について取りまとめたものであり、法施行後、第４回

目の公表になります。 
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 なお、個別の事業所から届出のあった排出量等のデータについては、誰でも国 

に対し開示請求を行うことができます。 

 

 

○ 届出対象事業者 

    対象化学物質を取り扱っている事業者のうち、従業員数が２１人以上の製造

業など２３業種で年間取扱量１トン以上（特定第一種指定化学物質は年間取扱

量０．５トン以上）の事業所等一定要件に該当するものです。 

○ 届出排出量 

  生産工程などから排ガスや排水などに含まれて環境中に排出される化学物質

の量で①大気、②公共用水域、③事業所における土壌、④事業所における埋立

処分に分けられます。 

○ 届出移動量 

    ①下水道、②事業所の外への移動に分けられます。事業所の外への移動とは

廃棄物の処理を行うため、廃棄物に含まれて事業所の外へ運び出された対象化

学物質の量が該当します。 

○ 届出外排出量 

 国が推計を行うもので、対象業種のうち届出対象要件に満たない、事業所か

らの排出量、非対象業種からの排出量、家庭からの排出量、自動車などの移動

体からの排出量に区分し集計されます。 

 

    

 

2 平成１６年度ＰＲＴＲデータの集計結果の概要 

 

(1)届出排出量・移動量（届出値） 

 

○ 届出事業所数：平成１６年度は１，４４３事業所で、前年度１，４５７と比

べて１４減少（全国の３．６％：全国４０，３４１事業所） 

 

○ 届出排出量  ：平成１６年度は約９千トンで、前年度約１０千トンと比べて

約１千トンの減少（全国の３．３％：全国約２７０千トン） 

 

○ 届出移動量  ：平成１６年度は約１４千トンで、前年度約１３千トンと比べ

て約１千トンの増加（全国の６．１％：全国約２３０千トン） 
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 〔解説〕  

  

 届出事業所数 

 前年度と比較して大きな変化はありませんでした。  

届出排出量 

  届出事業所数は前年度と比べて大きな変化はなく、かつ、環境中への排出

量は前年度より減少していることから、事業者による化学物質管理の改善

が進んでいるものと思われます。 

 

 

(2)届出外排出量（推計値） 

                                                    

○ 届出外排出量：平成１６年度は約１４千トンで、前年度約１４千トンと比べ

てほぼ同量（全国の３．９％：全国約３５７千トン） 

     

 〔解説〕  

  届出外排出量 

  前年度と比較し、ほぼ同量の排出量ですが、届出外排出量は毎年、国で 

 推計に用いるデータなどを見直しているため、年度ごとの推計値を単純 

 に比較をすることはできません。 

  

                                      

３．県民に向けた情報の提供 

 

 県民の皆様へ知りたい情報をより分かりやすく提供するため、平成１７年度か

ら「化学物質排出量等（ＰＲＴＲデータ）検索システム」、「千葉県ＰＲＴＲデ

ータ県民ガイドブック」、「平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書」を提

供しています。これらの情報は、すべてホームページで閲覧、ダウンロードする

ことができますのでご利用ください。  

  

(1) 千葉県化学物質排出量等（ＰＲＴＲデータ）検索システム 

 千葉県のＰＲＴＲデータ集計結果を物質別・市区町村別にまとめ、地図上で視

覚的に分かりやすく情報を提供するとともに、情報の受け手が集計結果を様々な

情報として加工することができるシステムです。 

  

(2) 千葉県版ＰＲＴＲデータ県民ガイドブック 

 ＰＲＴＲ制度によって知ることができる化学物質の排出・移動情報を読み解い

て、化学物質に関する理解を深めるために、千葉県の集計結果データを基に平成

１６年度版のガイドブックを作成しました。 
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〔参考〕全国及び都道府県別の集計結果等は、環境省及び経済産業省のホームペ    

―ジに掲載されています。 

 

    千葉県ホームページ 

   http://www.pref.chiba.lg.jp/ 

  千葉県環境生活部環境政策課ホームページ 

      http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/e_kansei/kagaku/kagaku.html 

  環境省ホームページ 

      http://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/index.html 

  経済産業省ホームページ 

      http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/kouhyo.htm 
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《参考》千葉県の集計結果の特徴 

 

１．全国における千葉県の位置付け  

 

(1)届出排出量・移動量  

①届出事業所数 

 平成１６年度の届出事業所数の上位１０都道府県は上位より、愛知県、北海道、

大阪府、兵庫県、神奈川県、埼玉県、静岡県、東京都、福岡県、千葉県となり、

千葉県は全国１０位の届出事業所数となります。なお平成１５年度は９位でし

た。 

② 届出排出量 

 平成１６年度届出排出量の上位１０都道府県は上位より、愛知県、静岡県、埼

玉県、広島県、神奈川県、茨城県、兵庫県、栃木県、千葉県、北海道となり、千

葉県は全国９位の届出排出量となります。なお平成１５年度は１０位でした。 

③ 届出移動量 

 平成１６年度の届出移動量の上位１０都道府県は上位より、山口県、愛知県、

兵庫県、千葉県、岡山県、大阪府、神奈川県、茨城県、福島県、埼玉県となり、

千葉県は全国４位の移動量となります。なお、平成１５年度は６位でした。 

 

(2)届出外排出量の推計値 

①届出外排出量の推計値 

 平成１６年度の届出外排出量の上位１０都道府県は上位より、東京都、愛知県、

大阪府、北海道、埼玉県、神奈川県、千葉県、静岡県、茨城県、兵庫県となり、

千葉県は全国７位の排出量となります。 

②届出排出量と届出外排出量の推計値の合計 

 平成１６年度の届出排出量と届出外排出量の合計の上位１０都道府県は上位

より、愛知県、東京都、静岡県、埼玉県、大阪府、神奈川県、北海道、千葉県、

茨城県、広島県となり、千葉県は全国８位の排出量となります。 

 

２．排出量・移動量の届出状況  

 平成１６年度は、県内で１，４４３件の事業所からの届出がありました。なお、

市町村別、業種別の届出状況は以下のとおりです。 

①市町村別届出数 

千葉市（２１７件）、市原市（１５４件）、船橋市（８１件）、市川市（７０

件）、柏市（６１件）であり、これら上位５市で全体の４０％を占めています。 

②業種別 

燃料小売業（５８５件）が全体の４１％を占めており、次いで自動車整備業（１

６７件）、化学工業（１２４件）の順となっています。 

＊平成１６年度のデータは、平成１６年４月１日時点の市町村区分（７９市町村）での集計です。 

〈平成１６年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ９、１１〉 
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表 市区町村別にみた届出状況 

3安房郡富浦町0海上郡飯岡町16浦安市16館山町

8山武郡芝山町0印旛郡本埜村16旭市

2安房郡丸山町3山武郡山武町14富里市40成田市

2安房郡千倉町9山武郡成東町25白井市36茂原市

0安房郡白浜町4山武郡九十九里町11印西市11佐原市

3安房郡天津小湊町6山武郡松尾町8印旛郡酒々井町29東金市

1安房郡和田町1山武郡蓮沼村10東葛飾郡沼南町46佐倉市

2長生郡白子町8香取郡大栄町154市原市34千葉市花見川区

8長生郡長生村3香取郡神崎町3勝浦市53千葉市中央区

2長生郡睦沢町1香取郡下総町61柏市217千葉市

6夷隅郡大多喜町1香取郡栗源町17我孫子市24千葉市緑区

5長生郡長南町3香取郡山田町40八千代市32千葉市若葉区

3長生郡長柄町5香取郡小見川町22流山市30千葉市稲毛区

3夷隅郡大原町3香取郡東庄町39君津市70市川市

1夷隅郡御宿町6香取郡干潟町12鎌ヶ谷市11銚子市

6夷隅郡夷隅町6香取郡多古町10鴨川市44千葉市美浜区

0安房郡鋸南町1匝瑳郡野栄町43袖ヶ浦市59松戸市

2安房郡富山町1匝瑳郡光町17四街道市42木更津市

5夷隅郡岬町3海上郡海上町12富津市81船橋市

長生郡一宮町

山武郡横芝町

山武郡大網白里町

市区町村名

3

1

11

届出数

印旛郡栄町

印旛郡印旛村

八街市

市区町村名

330習志野市

1,443合計
713八日市場市

0安房郡三芳村1051野田市
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届出数 届出数
0 7
1 1

489 0
食料品製造業 11 28
飲料・たばこ・飼料製造業 3 0
繊維工業 1 7
衣服・その他の繊維製品製造業 0 26
木材・木製品製造業 3 1
家具・装備品製造業 2 0
パルプ・紙・紙加工品製造業 11 585
出版・印刷・同関連産業 18 7
化学工業 124 0
石油製品・石炭製品製造業 17 167
プラスチック製品製造業 40 4
ゴム製品製造業 10 2
なめし革・同製品・毛皮製造業 2 4
窯業・土石製品製造業 23 74
鉄鋼業 23 18
非鉄金属製造業 33 3
金属製品製造業 77 19
一般機械器具製造業 21
電気機械器具製造業 25
輸送用機械器具製造業 13
精密機械器具製造業 11
武器製造業 0
その他の製造業 21

業種名 業種名
金属鉱業 電気業
原油・天然ガス鉱業 ガス業
製造業 熱供給業

下水道業
鉄道業
倉庫業
石油卸売業
鉄スクラップ卸売業
自動車卸売業
燃料小売業
洗濯業
写真業
自動車整備業
機械修理業
商品検査業
計量証明業

合計 1,443

一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る）
産業廃棄物処分業
高等教育機関
自然科学研究所



３．届出排出量・移動量  

 

千葉県全体で届出排出量は９，１１５トン、届出移動量は１３，７７８トンで

合計は２２，８９３トンです。 

 また、届出排出量では、大気への排出量が８，６９１トン（届出排出量・移動

量合計の３８％、届出排出量の９５％）であり、届出移動量では、事業所外への

廃棄物処分による移動量が１３，７７２トン（届出排出量・移動量合計の６０％、

届出移動量のほぼ１００％）であり、この２つをあわせて届出排出量・移動量合

計の９８％を占めています。 

〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ１３〉 

・届出排出量・移動量の合計 [ 22,893 トン/年]

・届出排出量合計 [ 9,115 トン/年]

・大気への届出排出量 [ 8,691 トン/年]

・公共用水域への届出排出量 [ 401 トン/年]

・事業所内の土壌への届出排出量 [445 キログラム 年] *1

・事業所内の埋立処分による届出排出量 [ 22 トン/年]

・届出移動量合計 [ 13,778 トン/年]

・事業所外へ廃棄物処分による届出移動量 [ 13,772 トン/年]

・下水道への届出移動量 [ 6 トン/年]

（*1) 土壌への届出排出量は非常に少ないため、ここでは他と異なる単位で記載しています。
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図 届出排出量・移動量の構成 
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４．届出排出量・移動量の多い物質  

 

(1)届出排出量・移動量の合計 

 平成１６年度の届出排出量・移動量の合計は２２，８９３トンです。物質別で

は、トルエンが、６，９９４トンと最も多くで全体の３１％を占めており、上位

５物質の合計は１４，５０４トンで全体の６３％となります。 

〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ１４、５６〉 

 

 

図 届出排出量・移動量上位物質 
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＊主な、化学物質の対象業種・地域における特徴については平成１６年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書

Ｐ２２～２６、３６～３９に記載しています。 
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(2)届出排出量 

 平成１６年度の届出排出量は９，１１５トンです。物質別にみるとトルエンが、

３，８１９トンと最も多く届出排出量全体の４２％を占めており、上位５物質の

合計は７，００６トンで全体の７７％となります。 

 〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ１５、５６〉 
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５．業種別の届出排出量・移動量  

 

(1)届出排出量・移動量の合計 

 届出排出量・移動量の多い上位１０業種の合計は２１，１２６トンで、全業種

の届出排出量・移動量合計の９２％となります。上位１０業種は以下のとおりで

す。 

①化学工業 〔１２，１１０トン〕②鉄鋼業〔１，８８６トン〕③金属製品製造

業〔１，７７７トン〕④出版・印刷・同関連産業〔１，３６９トン〕⑤プラスチ

ック製品製造業〔１，０８８トン〕⑥輸送用機械器具製造業〔７９６トン〕⑦そ

の他の製造業〔７０３トン〕⑧石油製品・石炭製品製造業〔４９８トン〕⑨一般

機械器具製造業〔４９８トン〕⑩電気機械器具製造業〔４００トン〕 

〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３２、３３〉 

 

 

図 届出排出量・移動量の合計 上位１０業種 
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(2)届出排出量 

 届出排出量の多い上位１０業種の合計は８，１６７トンで、全業種の届出排出

量の９０％となります。上位１０業種は以下のとおりです。 

①化学工業 〔２，８７１トン〕②出版・印刷・同関連産業〔１，０７９トン〕

③金属製品製造業〔９９７トン〕④鉄鋼業〔７８５トン〕⑤輸送用機械器具製造

業〔７１１トン〕⑥その他の製造業〔４８０トン〕⑦プラスチック製品製造業〔４

３０トン〕⑧石油製品・石炭製品製造業〔３３８トン〕⑨一般機械器具製造業〔３

１６トン〕⑩非鉄金属製造業〔１５９トン〕 

〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３２、３４〉  

 

 

図 届出排出量上位１０業種 
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６．届出外排出量の推計結果  

      
 届出外排出量は、千葉県全体で１４，３１１トンで、そのうち移動体から
の排出が最も多く、５，１７０トン（全体の３６％）を占めています。続い
て非対象業種が４，４６３トン（３１％）、家庭が２，９５４トン（２１％）
対象業種が１，７２５トン（１２％）となっています。 

〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４０〉 

 

・対象業種から＊の推計値〔１，７２５トン〕 

・非対象業種からの推計値〔４，４６３トン〕 

・家庭からの推計値   〔２，９５４トン〕 

・移動体から＊の推計値  〔５，１７０トン〕 

＊届出対象業種に含まれるが、従業員、年間取扱量が規模（従業員：２１人、年間取扱量：１トン）未

満の事業所からの排出推計値 

＊移動体（自動車、二輪車、特殊自動車、鉄道車両、船舶、航空機）からの排出推計値 

 

     図 届出外排出量の構成 
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７．届出排出量と届出外排出量の合計  

 

(1)届出排出量と届出外排出量の構成 

 

① 届出排出量と届出外排出量の合計 

 千葉県全体で９，１１５トン／年の届出排出量、１４，３１１トン／年の届出

外排出量があり、合計で２３，４２６トン／年の排出量がありました。 

その内訳は以下のようになります。 

・届出排出量       〔 ９，１１５トン〕 

・届出外排出量      〔１４，３１１トン〕 

・対象業種の推計値   〔 １，７２５トン〕 

・非対象業種の推計値  〔 ４，４６３トン〕 

・家庭からの推計値   〔 ２，９５４トン〕 

・移動体からの推計値  〔 ５，１７０トン〕 

 

 
図 届出排出量と届出外排出量の合計 
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媒体別の届出排出量は、大気への排出量が最も多く、９５．３％を占めていま

す。届出排出量の上位２物質であるトルエン、キシレンは溶剤として大量に使用

されるとともに、自動車などの排気ガスや家庭で使用される塗料や接着剤、殺虫

剤などに含まれています。 

 〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４５〉 
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② 届出排出量と届出外排出量の合計における上位物質 
 

 届出排出量と届出外排出量の合計における上位１０物質は以下のようになり

ます。 

①トルエン〔６，５８７トン〕、②キシレン〔３，５９６トン〕、③１，３ージ

クロロプロペン（Ｄ－Ｄ）〔１，６４９トン〕、④エチルベンゼン〔１，０３３

トン〕、⑤直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩〔９９０トン〕、⑥ポリ

（オキシエチレン）＝アルキルエーテル〔８９１トン〕、⑦ｐ－ジクロロベンゼ

ン〔７９９トン〕、⑧ベンゼン〔７４９トン〕、⑨酢酸ビニル〔７４４トン〕、

⑩塩化メチレン〔６８８トン〕 

 

 酢酸ビニル、塩化メチレンの合計はほぼ届出排出量が占めています。 

一方、主に家庭や非対象業種から排出されている１，３ージクロロプロペン（Ｄ

－Ｄ）、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、ポリ（オキシエチレン）

＝アルキルエーテル、ｐ－ジクロロベンゼンの合計は、ほぼ届出外排出量が占め

ています。 

１，３ージクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）は主に土壌中の害虫防除の農薬として土

壌に排出されています。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は、約８割

が家庭の洗濯用洗剤に使用され、残りがクリーニングや厨房、車両洗浄などの業

務用洗浄として使用されており、主に河川に排出されています。またポリ（オキ

シエチレン）＝アルキルエーテルも家庭及び業務用の洗濯用洗剤として使用さ

れ、主に河川などに排出されています。 

〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４６〉 

 
 

図 届出排出量と届出外排出量の合計上位１０物質 
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(2)特定第一種指定化学物質の届出排出量と届出外排出量の合計 

 

 発がん性が認められる物質として指定されている特定第一種指定化学物質（１

２物質）について、届出排出量と届出外排出量の合計が多かった上位５物質は以

下のようになっています。 

①ベンゼン〔７４９トン〕 

 合成原料、溶剤に用いられる他、自動車などの排出ガスに含まれます。 

②塩化ビニル〔２７トン〕 

 合成樹脂の原料などに用いられます。 

③ニッケル化合物〔２０トン〕 

 特殊鋼材、メッキ、触媒などに用いられます。 

④エチレンオキシド〔１９トン〕 

 有機合成原料、くん蒸剤、殺菌剤などに用いられます。 

⑤６価クロム化合物〔５トン〕 

 メッキ、触媒、顔料、表面処理剤などに用いられます。 

＊焼却施設などから非意図的に生成されるダイオキシン類の合計は４３ｇーＴ

ＥＱ／年です。 

〈平成１６年度ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４７〉 

 

 

図 特定第一種指定化学物質の届出排出量と届出外排出量の合計上位物質 
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８．その他  

 

(1)地域別の届出排出量・移動量の集計結果 

 千葉県を１２の地域に区分した地域別の届出排出量・移動量の集計結果

や排出量・移動量合計上位物質については、別添「平成１６年ＰＲＴＲデ

ータ集計結果報告書」のＰ２７～３１に記載してあります。 

 

(2)平成１３年度～１５年度データとの比較 

 「平成１６年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書」のＰ４８～６５に詳しく

記載してあります。 
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（別紙１） 

表 市区町村別届出排出量・移動量（ｋｇ/年） 

 

H16 H15 H14 H13 H16 H15 H14 H13 H16 H15 H14 H13
千葉市 747 777 845 712 538 819 670 533 1,285 1,597 1,515 1,245

千葉市中央区 291 266 381 294 106 210 212 107 397 476 593 400
千葉市花見川区 57 48 34 18 25 24 11 4 82 73 45 21
千葉市稲毛区 299 280 250 223 72 56 24 23 372 336 274 246
千葉市若葉区 9 9 9 12 11 11 4 3 20 20 13 16
千葉市緑区 7 8 4 1 22 24 1 0 29 32 5 1
千葉市美浜区 84 165 168 165 301 495 418 396 385 660 586 561

銚子市 2 1 1 1 3 5 0 0 4 6 1 1
市川市 503 576 539 469 937 821 637 574 1,440 1,397 1,176 1,043
船橋市 760 915 761 410 589 499 549 608 1,350 1,414 1,309 1,018
館山市 4 3 2 1 133 149 101 53 137 153 103 54
木更津市 42 36 31 17 106 77 29 55 148 114 60 71
松戸市 142 161 165 218 76 83 59 58 218 244 225 276
野田市 301 320 358 491 288 294 313 268 589 614 671 758
佐原市 1 1 0 0 7 6 0 0 8 6 0 0
茂原市 15 26 52 34 143 201 295 47 158 227 347 81
成田市 52 64 95 104 140 89 37 59 192 153 132 163
佐倉市 103 102 80 98 212 144 76 135 314 246 156 233
東金市 63 51 32 36 247 201 182 131 311 251 214 167
八日市場市 296 697 747 502 140 77 60 35 437 774 807 537
旭市 26 27 28 30 13 16 13 23 39 43 40 52
習志野市 143 185 249 165 81 70 76 90 223 255 325 255
柏市 232 336 526 578 161 172 232 217 393 508 759 795
勝浦市 15 10 8 8 1 1 4 1 16 11 12 9
市原市 3,359 3,562 4,175 4,478 3,797 3,899 3,605 3,616 7,156 7,461 7,780 8,093
流山市 45 32 41 43 8 9 0 0 53 41 41 43
八千代市 460 457 521 547 902 793 668 862 1,362 1,250 1,189 1,409
我孫子市 23 25 25 24 5 3 0 2 29 28 25 26
鴨川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鎌ケ谷市 5 5 5 5 7 5 1 0 13 10 6 6
君津市 237 236 224 270 467 570 635 138 704 805 859 408
富津市 23 28 21 16 2 1 2 2 26 29 22 18
浦安市 14 13 1 1 10 11 1 1 24 25 2 2
四街道市 1 1 1 1 3 3 0 0 4 3 1 1
袖ケ浦市 136 158 161 160 758 693 601 459 894 851 762 619
八街市 7 16 10 8 5 5 5 4 12 21 15 12
印西市 50 56 58 68 7 6 4 6 57 62 62 74
白井市 147 153 111 131 119 120 115 146 266 273 226 277
富里市 4 2 2 1 13 19 6 15 17 21 7 16
東葛飾郡沼南町 101 105 136 157 41 36 42 32 142 141 178 189
印旛郡酒々井町 2 0 0 0 3 3 0 0 5 3 0 0
印旛郡印旛村 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
印旛郡本埜村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印旛郡栄町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香取郡下総町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香取郡神崎町 15 14 14 14 31 20 16 14 46 34 30 28
香取郡大栄町 74 68 59 22 37 40 22 21 110 108 81 43
香取郡小見川町 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
香取郡山田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香取郡栗源町 150 130 180 150 39 39 59 45 189 169 239 195
香取郡多古町 10 13 9 8 1 2 1 3 11 15 10 11
香取郡干潟町 543 603 563 483 183 162 113 118 727 765 677 602
香取郡東庄町 71 73 11 9 3,365 2,842 2,133 1,576 3,435 2,914 2,143 1,585

市区町村名
届出排出量 届出移動量 届出排出量・移動量合計
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H16 H15 H14 H13 H16 H15 H14 H13 H16 H15 H14 H13
海上郡海上町 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2
海上郡飯岡町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
匝瑳郡光町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
匝瑳郡野栄町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山武郡大網白里町 4 3 1 0 3 2 0 0 6 5 1 0
山武郡九十九里町 31 32 27 22 99 75 77 74 130 106 104 97
山武郡成東町 39 51 47 51 9 23 19 1 48 74 66 52
山武郡山武町 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
山武郡蓮沼村 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
山武郡松尾町 23 23 19 18 12 14 0 0 35 38 20 18
山武郡横芝町 14 20 23 19 1 1 0 0 15 21 23 19
山武郡芝山町 36 55 59 59 13 18 20 6 49 73 79 65
長生郡一宮町 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
長生郡睦沢町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長生郡長生村 3 4 0 0 2 11 7 6 6 15 7 6
長生郡白子町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長生郡長柄町 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
長生郡長南町 10 13 0 0 1 1 2 0 11 15 2 0
夷隅郡大多喜町 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
夷隅郡夷隅町 3 5 5 4 13 7 6 5 16 12 11 10
夷隅郡御宿町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夷隅郡大原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夷隅郡岬町 9 21 32 65 0 1 1 1 10 22 33 66
安房郡富浦町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安房郡富山町 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
安房郡鋸南町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安房郡三芳村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安房郡白浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安房郡千倉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安房郡丸山町 12 14 15 15 1 1 1 1 13 15 16 16
安房郡和田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安房郡天津小湊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市区町村名
届出排出量 届出移動量 届出排出量・移動量合計

20,779合計 9,115 10,285 11,078 10,735 13,778 13,162 11,498 10,044 22,893 23,446 22,576
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（参考） 

 

「ＰＲＴＲデータの性格と取扱い上の留意点」 

①届出排出量・移動量の限界

1) 対象化学物質の排出が想定される事業者が届出の対象とされていますが、実際には、要件を満た

した事業者が届出を行うため、届け出られた排出量等が全ての事業者からの排出量等を網羅している

わけではありません。

2) 事業者が届け出た排出量等は、実測値に基づき算出する方法、物質収支により算出する方法、排

出係数を用いて算出する方法など、化学物質排出把握管理促進法施行規則で認められた方法のうち、

事業者が適当と判断した方法により把握されたものです。必ずしも全てが実測値に基づくものではない

ため、その精度には一定の限界があります。（なお、届出値の有効数字は2桁としています。）

②届出外排出量の限界

1) 届出外排出量については、想定される主要な排出源を対象に国が推計を行っていますが、現時点

で利用可能な信頼できる知見が存在するもののみが対象となっており、全ての排出源を網羅したものと

はなっていません。

2) 届出外排出量については、現時点で利用可能な信頼できる知見に基づき推計を行っていますが、

その精度には一定の限界があります。また、排出源の種類により精度が異なることにも留意が必要です。

3) 届出外排出量については、現在、推計手法の改善を進めているところであり、推計手法の変更がお

おむね終了して安定するまでは、年度ごとの推計値を単純に比較することはできないことにも留意が必

要です。

③届出排出量・移動量と届出外排出量の比較の限界

同一化学物質に係る届出排出量・移動量と届出外排出量を比較する場合には、数値の精度に一定の

限界があること、数値の精度は排出源により様々であること、届出排出量・移動量と届出外排出量を合

わせても全ての排出源を網羅したものではないことにも留意が必要です。

④公表データによるリスク評価の限界

1) ＰＲＴＲで公表されるデータはあくまで排出量・移動量の集計値であり、環境中で人や動植物が実際

にさらされる化学物質の量（曝露量）ではありません。また、化学物質が人の健康や動植物に影響を

及ぼすおそれ（リスク）の大小を直接表すものでもありません。
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2) 化学物質のリスクを評価するには、有害性の評価とともに曝露評価を実施することが必要です。ＰＲ

ＴＲで公表される排出量・移動量の集計値のみで人の健康や動植物への影響を論じることはできません

が、少なくとも、排出量の多い物質や地域の特定等、問題点を把握することが可能であり、リスク評価、

あるいはそのための曝露評価の出発点となり得るものです。

⑤排出量等の数値の記載方法

届出値の有効数字は2桁であることから、この資料の本文で記載している排出量等の集計値やその割

合を表す数値についても原則として有効数字を2桁としており、いずれも四捨五入により端数処理してい

ます。

また、排出量等の単位については、原則として「トン」を使用としています（ダイオキシン類を除く。）が、

有効数字の関係などによりその他の単位を使用しているものもあります。

⑥その他

今回公表するデータは、平成18年2月末日時点で都道府県及び関係省庁による確認を経て、経済産

業省・環境省が把握していたものです。その後、届出値の修正等により、個別事業所データに変更があ

る場合には、後日、ファイル記録事項（電子ファイル化され、開示対象となる個別事業所データ）を修正

する予定です。

平成16年度データの概要（平成18年3月に公表されるデータ）

（A）全国の事業所から、平成17年4月1日から6月30日までに届出のあった、平成16年4月から平成17

年3月までの1年間の化学物質の排出量・移動量と（B）届出の対象とならなかった事業所や家庭、自動

車などの移動体などからの排出として国が推計した化学物質の量を集計したものです。
 

 

引用）環境省・経済産業省 平成１６年度ＰＲＴＲデータの概要―化学物質排出

量・移動量の集計結果 

   Ｈ１６ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック（環境省） 
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